
JP 6277025 B2 2018.2.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液保持性の吸収体を有する縦長の吸収性本体と、該吸収性本体の非肌対向面側に配され
た外装体とを備え、外装体は、着用者の腹側に配される腹側外装体と、背側に配される背
側外装体と、それらの間に位置する股下領域に配される股下外装体とに別部材として区分
されており、該腹側外装体の両側縁部と該背側外装体の両側縁部とが接合されて一対のサ
イドシール部、ウエスト開口部及び一対のレッグ開口部が形成されている成人用パンツ型
吸収性物品であって、
　前記パンツ型吸収性物品を展開させかつ伸長させた状態において、前記背側外装体は、
該パンツ型吸収性物品の中心と各サイドシール部の幅方向外縁の下端とを結ぶ仮想直線を
引いたとき、該背側外装体の股下領域側の輪郭と２つの交点で交差しており、
　前記２つの交点間の前記背側外装体の輪郭と前記仮想直線とで囲まれた延出部分が股下
領域側に突出しており、
　前記延出部分は、その面積が、前記２つの交点の内の前記サイドシール部側の交点より
も外方に位置する前記背側外装体の輪郭と前記仮想直線とで囲まれた第１部分の面積より
も大きく、前記２つの交点の内の前記中心側の交点よりも内方に位置する前記背側外装体
の輪郭と前記仮想直線と前記パンツ型吸収性物品の中心を通る該パンツ型吸収性物品の長
手方向に延びる縦中心線とで囲まれた第２部分の面積よりも大きく、
　前記背側外装体における前記レッグ開口部の近傍が伸縮性を有しており、
　前記２つの交点の内の前記サイドシール部側の交点は、前記成人用パンツ型吸収性物品
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の中心から前記サイドシール部までの幅を三等分した仮想の３領域を形成した際に、最も
該サイドシール部側の領域よりも内側に位置する成人用パンツ型吸収性物品。
【請求項２】
　液保持性の吸収体を有する縦長の吸収性本体と、該吸収性本体の非肌対向面側に配され
た外装体とを備え、外装体は、着用者の腹側に配される腹側外装体と、背側に配される背
側外装体と、それらの間に位置する股下領域に配される股下外装体とに別部材として区分
されており、該腹側外装体の両側縁部と該背側外装体の両側縁部とが接合されて一対のサ
イドシール部、ウエスト開口部及び一対のレッグ開口部が形成されている成人用パンツ型
吸収性物品であって、
　前記パンツ型吸収性物品を展開させかつ伸長させた状態において、前記背側外装体は、
該パンツ型吸収性物品の中心と各サイドシール部の幅方向外縁の下端とを結ぶ仮想直線を
引いたとき、該背側外装体の股下領域側の輪郭と２つの交点で交差しており、
　前記２つの交点間の前記背側外装体の輪郭と前記仮想直線とで囲まれた延出部分が股下
領域側に突出しており、
　前記延出部分は、その面積が、前記２つの交点の内の前記サイドシール部側の交点より
も外方に位置する前記背側外装体の輪郭と前記仮想直線とで囲まれた第１部分の面積より
も大きく、前記２つの交点の内の前記中心側の交点よりも内方に位置する前記背側外装体
の輪郭と前記仮想直線と前記パンツ型吸収性物品の中心を通る該パンツ型吸収性物品の長
手方向に延びる縦中心線とで囲まれた第２部分の面積よりも大きく、
　前記背側外装体における前記レッグ開口部の近傍が伸縮性を有しており、
　前記背側外装体は、前記股下領域側の端部の幅中央部分が前記腹側外装体に向かって凸
の形状となっており、該端部の輪郭がＳ字状に湾曲して形成されている成人用パンツ型吸
収性物品。
【請求項３】
　前記２つの交点の内の前記中心側の交点である第一点、該第一点から前記縦中心線への
垂線と該縦中心線との交点である第二点、前記仮想直線と前記縦中心線との交点である第
三点を有し、
　前記第一点、前記第二点及び前記第三点で囲まれた三角形に着目して、
　前記背側外装体の輪郭で形成される辺の長さが、前記縦中心線で形成される辺の長さよ
りも長い請求項１又は２に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
【請求項４】
　前記サイドシール部の長手方向の下端は、成人用パンツ型吸収性物品を着用した際に、
着用者の転子点よりも下方に位置する請求項１～３の何れか１項に記載の成人用パンツ型
吸収性物品。
【請求項５】
　前記縦中心線における、前記成人用パンツ型吸収性物品の中心と前記背側外装体の輪郭
との間隔が、該中心と前記腹側外装体の輪郭との間隔よりも短い請求項１～４の何れか１
項に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
【請求項６】
　前記背側外装体は、少なくとも前記成人用パンツ型吸収性物品の幅方向に伸縮性を有し
ており、該伸縮性が前記背側外装体における前記レッグ開口部の近傍まで及んでいる請求
項１～５の何れか１項に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
【請求項７】
　前記背側外装体は、前記成人用パンツ型吸収性物品の外面を形成する外層シートと、該
外層シートの内面側に配され、該パンツ型吸収性物品の内面を形成する内層シートとを含
んで構成されており、該外層シートは、伸縮性のシート材から形成されており、該シート
材が前記背側外装体における前記レッグ開口部の近傍まで及んでいる請求項１～６の何れ
か１項に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
【請求項８】
　前記背側外装体は、前記成人用パンツ型吸収性物品の外面を形成する外層シートと、該
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外層シートの内面側に配され、該成人用パンツ型吸収性物品の内面を形成する内層シート
と、それらシート間に配されて固定された複数本の糸状の弾性部材とを含んで構成されて
おり、
　前記弾性部材は、前記レッグ開口部の近傍に配されるレッグ部弾性部材を有し、該レッ
グ部弾性部材は、前記背側外装体の股下領域側の輪郭に沿って伸長状態で配されている請
求項１～７の何れか１項に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨ておむつ等の成人用パンツ型吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パンツ型使い捨ておむつとして、従来より、吸収体を有する吸収性本体と、該吸収性本
体の非肌対向面側に配されて該吸収性本体を固定している外装体とを備え、外装体が、腹
側領域、股下領域及び背側領域に亘って連続した一体形状を有するおむつが知られている
。このように連続した一体形状の外装体を備えていると、股下領域のおむつ構成部材が嵩
張ってしまうので、着用状態での歩行時等に歩き難いという問題が発生する場合があった
。
【０００３】
　股下領域のおむつ構成部材が嵩張るのを回避するために、外装体が着用者の腹側に配さ
れる腹側外装体と背側に配される背側外装体とに分割されており、吸収体を有する吸収性
本体が腹側外装体及び背側外装体に架け渡して固定されている所謂分割型のパンツ型使い
捨ておむつが知られている（特許文献１，２）
【０００４】
　特許文献１，２に記載のパンツ型使い捨ておむつによれば、外装体が、腹側外装体と背
側外装体とに分断されており、股下領域のおむつ構成部材が嵩張り難く、着用状態での歩
行時等に歩き易くなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８-１７８６８２号公報
【特許文献２】特開２００８－４９０１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１，２に記載のパンツ型使い捨ておむつは、腹側に配される腹側外装
体及び背側に配される背側外装体に直線的な形状の部分が多く、着用者の臀部を十分に覆
うことが難しく、脚周りに沿い難いものであった。また、特許文献１，２には、着用者の
臀部を覆い、脚周りに沿わせ易くする形状に関して、何ら記載されていない。
【０００７】
　したがって本発明の課題は、前述した従来技術が有する欠点を解消し得る成人用パンツ
型吸収性物品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、液保持性の吸収体を有する縦長の吸収性本体と、該吸収性本体の非肌対向面
側に配された外装体とを備え、外装体は、着用者の腹側に配される腹側外装体と、背側に
配される背側外装体と、それらの間に位置する股下領域に配される股下外装体とに別部材
として区分されており、該腹側外装体の両側縁部と該背側外装体の両側縁部とが接合され
て一対のサイドシール部、ウエスト開口部及び一対のレッグ開口部が形成されているパン
ツ型吸収性物品であって、前記パンツ型吸収性物品を展開させかつ伸長させた状態におい
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て、前記背側外装体は、該パンツ型吸収性物品の中心と各サイドシール部の幅方向外縁の
下端とを結ぶ仮想直線を引いたとき、該背側外装体の股下領域側の輪郭と２つの交点で交
差しており、前記２つの交点間の前記背側外装体の輪郭と前記仮想直線とで囲まれた延出
部分が股下領域側に突出しており、前記延出部分は、その面積が、前記２つの交点の内の
前記サイドシール部側の交点よりも外方に位置する前記背側外装体の輪郭と前記仮想直線
とで囲まれた第１部分の面積よりも大きく、前記２つの交点の内の前記中心側の交点より
も内方に位置する前記背側外装体の輪郭と前記仮想直線と前記パンツ型吸収性物品の中心
を通る該パンツ型吸収性物品の長手方向に延びる縦中心線とで囲まれた第２部分の面積よ
りも大きく、前記背側外装体における前記レッグ開口部の近傍が伸縮性を有している成人
用パンツ型吸収性物品を提供するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、着用者の臀部を十分に覆って、脚周りに沿い易く、着用感が向上する
と共に、着用状態での歩行時に歩き易い。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明の成人用パンツ型吸収性物品の第１実施形態である成人用パンツ
型使い捨ておむつを模式的に示す斜視図である。
【図２】図２（ａ）は図１に示すおむつを展開させかつ伸長させた状態を模式的に示す平
面図であり、図２（ｂ）は図２（ａ）の要部拡大平面図である。
【図３】図３は、図１の成人用パンツ型使い捨ておむつを着用した状態を腹側外装体側か
ら視た一部拡大斜視図である。
【図４】図４は、図１の成人用パンツ型使い捨ておむつを着用した状態を背側外装体側か
ら視た一部拡大斜視図である。
【図５】図５は、本発明の成人用パンツ型吸収性物品の第２実施形態である成人用パンツ
型使い捨ておむつの展開かつ伸長状態を模式的に示す平面図である（図２（ａ）相当図）
。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明をその好ましい実施形態に基づき図面を参照しながら説明する。本発明の
成人用パンツ型吸収性物品の第１実施形態である成人用パンツ型使い捨ておむつ１Ａ（以
下、「おむつ１Ａ」ともいう）は、図１，図２（ａ）に示すとおり、液保持性の吸収体２
３を有する縦長の吸収性本体２と、吸収性本体２の非肌対向面側に配された外装材３とを
備え、外装体３は、着用者の腹側に配される腹側外装体３Ａと、背側に配される背側外装
体３Ｂと、それら３Ａ，３Ｂの間に位置する股下領域に配される股下外装体３Ｃとに別部
材として区分されており、腹側外装体３Ａの両側縁部３ａ１，３ａ１と背側外装体３Ｂの
両側縁部３ｂ１，３ｂ１とが接合されて一対のサイドシール部４，４、ウエスト開口部Ｗ
Ｏ及び一対のレッグ開口部ＬＯ，ＬＯが形成されている。
【００１２】
　おむつ１Ａは、図２（ａ）に示すとおり、展開させかつ伸長させた状態を平面視して、
着用者の前後方向に相当する長手方向（Ｘ方向）とこれに直交する幅方向Ｙとを有してい
る。また、本明細書において、肌対向面は、成人用パンツ型使い捨ておむつ１Ａ又はその
構成部材（例えば吸収性本体２）における、着用時に着用者の肌側に向けられる面であり
、非肌対向面は、成人用パンツ型使い捨ておむつ１Ａ又はその構成部材における、着用時
に着用者の肌側とは反対側（着衣側）に向けられる面である。おむつ１Ａにおいて、長手
方向（Ｘ方向）は、おむつ１Ａ又はその構成部材である吸収性本体２の長辺に沿う方向に
一致し、幅方向Ｙは、使い捨ておむつ又はその構成部材である吸収性本体２の幅方向に一
致する。
　また、おむつ１Ａは、長手方向（Ｘ方向）に延びる縦中心線ＣＬ１に対して左右対称形
となっている。従って、以下の説明では、左右対称な部分については、主に、一方のみに
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ついて説明する。
【００１３】
　尚、上述したおむつ１Ａを展開させかつ伸長させた状態とは、図２（ａ）に示すように
、サイドシール部４を引き剥がして、おむつ１Ａを展開状態とし、その展開状態のおむつ
１Ａを、各部の弾性部材を伸長させて、設計寸法（弾性部材の影響を一切排除した状態で
平面状に広げたときの寸法と同じ）となるまで広げた状態を意味する。
【００１４】
　吸収性本体２は、図２（ａ）に示すとおり、一方向（長手方向（Ｘ方向））が相対的に
長い縦長の形状を有している。吸収性本体２は、肌対向面を形成する液透過性の表面シー
ト２１と、非肌対向面を形成する液不透過性（撥水性も含む）の裏面シート２２と、これ
ら両シート２１，２２間に介在配置された液保持性の吸収体２３とを具備する。吸収体２
３は、長手方向（Ｘ方向）と同方向に長い形状を有している。吸収性本体２の長手方向（
Ｘ方向）に沿う両側部には、図２（ａ）に示すように、液不透過性又は撥水性で且つ通気
性の素材から構成された側方カフス２４，２４が設けられている。各側方カフス２４の自
由端部近傍には、立体ギャザー形成用弾性部材２５が長手方向（Ｘ方向）に伸長した状態
で配されている。おむつの着用時には、立体ギャザー形成用弾性部材２５の収縮により側
方カフス２４の自由端部側が起立し、所謂立体ギャザーとなり、横方向（Ｙ方向）への体
液の流出が阻止される。吸収性本体２は、その長手方向を、展開かつ伸長状態におけるお
むつ１Ａの長手方向（Ｘ方向）に一致させて、外装体３の中央部に公知の接合手段（接着
剤等）によって接合されている。このように、外装体３は、成人用パンツ型使い捨ておむ
つ１Ａの厚み方向における、吸収性本体２を構成する裏面シート２２の非肌対向面側に配
されて固定されている。
【００１５】
　おむつ１Ａは、図２（ａ）に示す展開させかつ伸長させた状態において、その長手方向
（Ｘ方向）に、着用時に着用者の腹側に配される腹側領域Ａ、着用時に着用者の背側に配
される背側領域Ｂ、腹側領域Ａと背側領域Ｂとの間に位置する股下領域Ｃとに区分される
。そして、外装体３は、腹側領域Ａに位置する腹側外装体３Ａと、背側領域Ｂに位置する
背側外装体３Ｂと、それら（腹側外装体３Ａ，背側外装体３Ｂ）の間に位置する股下領域
Ｃに位置する股下外装体３Ｃとに別部材で構成されており、腹側外装体３Ａ、背側外装体
３Ｂ及び股下外装体３Ｃとして区分されている。外装体３は、股下外装体３Ｃの長手方向
（Ｘ方向）の両端部それぞれに、腹側外装体３Ａ及び背側外装体３Ｂそれぞれが接合され
て一体に形成されている。本実施例のおむつ１Ａにおいては、股下外装体３Ｃの長手方向
（Ｘ方向）の両端部と、腹側外装体３Ａ及び背側外装体３Ｂの長手方向（Ｘ方向）の股下
側端部が、重複するように接合されている。このような実施形態のおむつにおいては、腹
側外装体３Ａの輪郭と股下外装体３Ｃの輪郭とが交差する点を点イとし、背側外装体３Ｂ
の輪郭と股下外装体３Ｃの輪郭とが交差する点を点ロとした場合に、点イと点ロとの間が
股下領域Ｃとなり、点イより腹側に位置する長手方向領域が腹側領域Ａとなり、点ロより
背側に位置する長手方向領域が背側領域Ｂとなる。尚、股下外装体３Ｃと、腹側外装体３
Ａ及び背側外装体３Ｂとの重複は、重なっていればよく、何れが外側に位置し、何れが内
側に位置していてもよい。
【００１６】
　一体に形成された外装体３は、図２（ａ）に示すように、その長手方向（Ｘ方向）に沿
う両側縁が、長手方向（Ｘ方向）中央部において内方に括れた形状をしており、おむつの
外面を形成する。このように、腹側外装体３Ａは、腹側外装体３Ａにおける長手方向（Ｘ
方向）の股下領域Ｃ側の端部の幅中央部分が、背側外装体３Ｂに向かって凸の形状となる
ように、該股下領域Ｃ側の端部の輪郭３ＡＬが湾曲して形成されている。そして、腹側外
装体３Ａの前記幅中央部分から側縁部３ａ１（サイドシール部４）の股下領域Ｃ側の端部
に向かって、腹側外装体３Ａの股下領域Ｃ側の端部の輪郭３ＡＬが、Ｓ字状に湾曲して形
成されている。同様に、背側外装体３Ｂは、背側外装体３Ｂにおける長手方向（Ｘ方向）
の股下領域Ｃ側の端部の幅中央部分が、腹側外装体３Ａに向かって凸の形状となるように
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、該股下領域Ｃ側の端部の輪郭３ＢＬが湾曲して形成されている。そして、背側外装体３
Ｂの前記幅中央部分から側縁部３ｂ１（サイドシール部４）の股下領域Ｃ側の端部に向か
って、背側外装体３Ｂの股下領域Ｃ側の端部の輪郭３ＢＬが、Ｓ字状に湾曲して形成され
ている。
【００１７】
　背側外装体３Ｂは、背側外装体３Ｂにおけるレッグ開口部ＬＯの近傍が伸縮性を有して
いる。また、おむつ１Ａの腹側外装体３Ａ及び背側外装体３Ｂは、少なくとも幅方向（Ｙ
方向）に伸縮性を有している。具体的には、腹側外装体３Ａ及び背側外装体３Ｂは、それ
ぞれ、図２（ａ）に示すように、おむつ１Ａの外面を形成する外層シート３１と、該外層
シート３１の内面側に配され、おむつ１Ａの内面を形成する内層シート３２と、それらの
シート３１，３２間に配され固定された複数本の糸状又は帯状の弾性部材（後述するウエ
スト弾性部材３３及びレッグ部弾性部材３４）とを含んで構成されている。成人用パンツ
型使い捨ておむつ１Ａにおいては、前記弾性部材（後述するウエスト弾性部材３３及びレ
ッグ部弾性部材３４）が伸長状態で配されていなくても、レッグ開口部ＬＯの近傍及び少
なくとも幅方向（Ｙ方向）に伸縮性を有している。具体的には、外層シート３１が伸縮性
のシート材で形成されており、内層シート３２が非伸長性のシート材で構成されている。
腹側外装体３Ａ及び背側外装体３Ｂは、それぞれ、外層シート３１と内層シート３２とが
互いに積層した状態において、両シート３１，３２間の所定部位において接着剤又はヒー
トシール等（図示せず）の接合手段によって接合されて形成されている。伸縮性の外層シ
ート３１を用いていることにより、おむつ１Ａの腹側外装体３Ａ及び背側外装体３Ｂは、
レッグ開口部ＬＯの近傍伸縮性を有しており、幅方向（Ｙ方向）にも長手方向（Ｘ方向）
にも伸縮性を有している。尚、伸縮性の外層シート３１は、幅方向（Ｙ方向）にのみ伸縮
性を有しているものであっても良い。おむつ１Ａにおいては、外層シート３１は、内層シ
ート３２の長手方向（Ｘ方向）の両外端縁よりそれぞれ延出しており、延出した部分が吸
収性本体２側に折り返され、折り返された外層シート３１の部分が、吸収性本体２の長手
方向（Ｘ方向）の両端部上を被覆している。
【００１８】
　ここで、伸縮性のシート材とは、少なくとも幅方向（Ｙ方向）と同方向の最大伸度が１
００％以上であるシート材である。また、幅方向（Ｙ方向）と同方向に伸度１００％まで
伸長させた後、収縮させたときにおける伸長回復率（１００％伸長時の伸長回復率）が、
少なくとも７０％以上であるシート材である。また、非伸長性のシート材とは、少なくと
も幅方向（Ｙ方向）と同方向の最大伸度が１０％以下であるシート材（長さが１．１倍ま
でしか伸びないシート材）である。最大伸度と伸長回復率とは、以下のようにして測定す
る。
【００１９】
　＜伸長回復率の測定方法＞
　長手方向（Ｘ方向）の長さ５０ｍｍ、幅方向（Ｙ方向）の長さ２５ｍｍの伸縮性のシー
ト材（又はシート構造）のサンプル片を用意し、市販されている引張試験機（例えば、Ｏ
ＲＩＥＮＴＥＣ社製ＴＥＮＳＩＬＯＮ　ＲＴＧ－１３１０）を用いて、チャック間隔Ｌ０
にサンプル片を固定し、３００ｍｍ／ｍｉｎの速度で１００％伸長時の長さＬ２（Ｌ２＝
Ｌ０×２）まで伸長させた後、引張速度と同様の速度で戻し始めて引張荷重が０になった
時におけるサンプル片の長さを伸長回復後の長さＬ１とする。次式から１００％伸長時の
伸長回復率を算出する。
 
１００％伸長時の伸長回復率（％）＝〔（Ｌ２－Ｌ１）／（Ｌ２－Ｌ０）〕×１００
【００２０】
　＜最大伸度の測定方法＞
　上述する伸長回復率の測定方法に用いたサンプル片と同じ寸法のサンプル片を同様の条
件で伸長させ、破断した時点の伸度を最大伸度とする。
【００２１】
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　外層シート３１に用いる伸縮性のシート材としては、各種公知のものを用いることがで
き、例えば、特開２００８－１７９１２８号公報に記載の伸縮シート、特開２００７－２
２０６６号公報に記載の伸縮性シート、特開２００７－２２０６６号公報に記載の伸縮性
不織布の製造方法により製造される伸縮性不織布、特許３０５４９３０号公報に記載の伸
縮シート等を用いることもできる。
【００２２】
　外層シート３１と内層シート３２との間に配される前記弾性部材は、ウエスト開口部Ｗ
Ｏの近傍に配されるウエスト部弾性部材３３を有している。前記弾性部材の内のウエスト
部弾性部材３３が伸長状態で配されていることにより、腹側外装体３Ａ及び背側外装体３
Ｂには、ウエスト弾性領域（ウエストギャザー）が形成される。ウエスト弾性領域（ウエ
ストギャザー）は、図１，図２（ａ）に示すように、腹側外装体３Ａの両側縁部３ａ１，
３ａ１間に亘って、及び背側外装体３Ｂの両側縁部３ｂ１，３ｂ１間に亘って、それぞれ
、幅方向（Ｙ方向）に伸長した状態で、複数本のウエスト部弾性部材３３を、ウエスト開
口部ＷＯの開口縁に沿って配し、外層シート３１及び／又は内層シート３２に固定するこ
とにより形成されている。
【００２３】
　また、前記弾性部材は、レッグ開口部ＬＯの近傍に配されるレッグ部弾性部材３４を有
している。レッグ部弾性部材３４は、腹側外装体３Ａ及び背側外装体３Ｂそれぞれの股下
領域Ｃ側の輪郭３ＡＬ，３ＢＬに沿って伸長状態で配されている。前記弾性部材の内のレ
ッグ部弾性部材３４が伸長状態で配されていることにより、腹側外装体３Ａ及び背側外装
体３Ｂには、レッグ弾性領域（レッグギャザー）が形成される。従って、おむつ１Ａにお
いては、腹側外装体３Ａ及び背側外装体３Ｂにおけるレッグ開口部ＬＯ，ＬＯの近傍が伸
縮性を有している。具体的には、レッグ弾性領域（レッグギャザー）は、図１，図２（ａ
）に示すように、腹側外装体３Ａにおいては、複数本のレッグ部弾性部材３４を、腹側外
装体３Ａの一方（図２（ａ）の左側）の一側縁部３ａ１から他方（図２（ａ）の右側）の
他側縁部３ａ１に至るまで、背側外装体３Ｂに向かって凸の形状に湾曲する股下領域Ｃ側
の端部の輪郭３ＡＬに沿って、伸張した状態で配し、外層シート３１及び／又は内層シー
ト３２に固定し、前記股下領域Ｃ側の端部の幅中央部分（縦中心線ＣＬ１を含む部位）で
カットすることにより形成されている。同様に、レッグ弾性領域（レッグギャザー）は、
背側外装体３Ｂにおいては、複数本のレッグ部弾性部材３４を、背側外装体３Ｂの一方（
図２（ａ）の左側）の一側縁部３ｂ１から他方（図２（ａ）の右側）の他側縁部３ｂ１に
至るまで、腹側外装体３Ａに向かって凸の形状に湾曲する股下領域Ｃ側の端部の輪郭３Ｂ
Ｌに沿って、伸張した状態で配し、外層シート３１及び／又は内層シート３２に固定し、
前記股下領域Ｃ側の端部の幅中央部分（縦中心線ＣＬ１を含む部位）でカットすることに
より形成されている。
【００２４】
　本実施形態において、股下外装体３Ｃは、吸収性本体２の一部の外面を形成しており、
成人用パンツ型使い捨ておむつ１Ａにおいては、非伸長性のシート材で形成されている。
しかし、股下外装体３Ｃは、吸収性本体２の全部の外面を形成していても良く、伸縮性の
シート材で形成されていても良い。股下外装体３Ｃは、吸収性本体２を構成する裏面シー
ト２２における股下領域Ｃの部分を覆っている。股下外装体３Ｃの長手方向（Ｘ方向）に
沿う両側縁は、吸収性本体２を構成する裏面シート２２の長手方向（Ｘ方向）に沿う両側
縁に略一致しており、股下外装体３Ｃは、矩形状に形成されている。
【００２５】
　第１実施形態である成人用パンツ型使い捨ておむつ１Ａの特徴について述べると、図２
（ａ）に示すおむつ１Ａを展開させかつ伸長させた状態において、背側外装体３Ｂは、お
むつ１Ａの中心ｇと各サイドシール部４の幅方向（Ｙ方向）外縁の下端４ｅとを結ぶ仮想
直線ＩＬを引いたとき、背側外装体３Ｂの股下領域Ｃ側の輪郭３ＢＬと２つの交点Ｐ１，
Ｐ２で交差している。ここで、おむつ１Ａの中心ｇとは、図２（ａ）に示すように、おむ
つ１Ａを長手方向（Ｘ方向）に二分する仮想中心線である縦中心線ＣＬ１と、おむつ１Ａ
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を幅方向（Ｙ方向）に二分する仮想中心線である横中心線ＣＬ２との交点を意味する。そ
して、成人用パンツ型使い捨ておむつ１Ａは、２つの交点Ｐ１，Ｐ２間の背側外装体３Ｂ
の輪郭３ＢＬと仮想直線ＩＬとで囲まれた延出部分ＲＰが股下領域Ｃ側に突出している。
具体的には、上述したように、背側外装体３Ｂは、股下領域Ｃ側の端部の幅中央部分が腹
側外装体３Ａに向かって凸の形状となるように、輪郭３ＢＬがＳ字状に湾曲して形成され
ている。そして、仮想直線ＩＬを引くと、Ｓ字状に湾曲した輪郭３ＢＬと２つの交点Ｐ１
，Ｐ２で交差するようになり、２つの交点Ｐ１，Ｐ２間の延出部分ＲＰが股下領域Ｃ側に
突出した形状となっている。
【００２６】
　以上のように形成される延出部分ＲＰは、その面積が、図２（ａ）に示すように、２つ
の交点Ｐ１，Ｐ２の内のサイドシール部４側の交点Ｐ１よりも外方に位置する背側外装体
３Ｂの輪郭３ＢＬと仮想直線ＩＬとで囲まれた第１部分Ｒ１の面積よりも大きく、さらに
２つの交点Ｐ１，Ｐ２の内の中心ｇ側の交点Ｐ２よりも内方に位置する背側外装体３Ｂの
輪郭３ＢＬと仮想直線ＩＬと縦中心線ＣＬ１とで囲まれた第２部分Ｒ２の面積よりも大き
く形成されている。延出部分ＲＰは、股下領域Ｃ側に突出した形状となっており、第１部
分Ｒ１は、背側外装体３Ｂ側に突出した形状となっている。尚、第２部分Ｒ２とは、縦中
心線ＣＬ１と、輪郭３ＢＬと、仮想直線ＩＬとにより構成される後述する３つの交点（Ｐ
２，Ｐ３，Ｐ４）で囲まれた部分であり、おむつ１Ａにおいては、図２（ａ），図２（ｂ
）に示すように、三角形状に形成されている。
【００２７】
　第１実施形態のおむつ１Ａにおいては、第２部分Ｒ２の面積が延出部分ＲＰの面積及び
第１部分Ｒ１の面積よりも小さく、延出部分ＲＰの面積が前記第１部分Ｒ１の面積及び第
２部分Ｒ２の面積よりも大きくなっている。即ち、第２部分Ｒ２の面積よりも第１部分Ｒ
１の面積が大きく、第１部分Ｒ１の面積よりも延出部分ＲＰの面積が大きくなっている。
【００２８】
　また、おむつ１Ａにおいては、図２（ｂ）に示すように、三角形状に形成された第２部
分Ｒ２に着目すると、背側外装体３Ｂの輪郭３ＢＬで形成される辺Ｓ１の長さが、縦中心
線ＣＬ１で形成される辺Ｓ２の長さよりも長く形成されている。
【００２９】
　おむつ１Ａは、２つの交点Ｐ１，Ｐ２の内の中心ｇ側の交点である第一点Ｐ２、第一点
Ｐ２から縦中心線ＣＬ１への垂線と該縦中心線ＣＬ１との交点である第二点Ｐ３、仮想直
線ＩＬと縦中心線ＣＬ１との交点（おむつ１Ａの中心ｇ）である第三点Ｐ４を有している
。よって、第２部分Ｒ２の三角形状とは、第一点Ｐ２、第二点Ｐ３及び第三点Ｐ４で囲ま
れた三角形を意味する。このような、第一点Ｐ２、第二点Ｐ３及び第三点Ｐ４で囲まれた
三角形状は、第１実施形態のおむつ１Ａのような、背側外装体３Ｂに横中心線ＣＬ２と平
行となる輪郭の部分がある形態のみならず、背側外装体３Ｂに横中心線ＣＬ２と平行とな
る輪郭の部分がなく、背側外装体３Ｂの輪郭が全て弧を描いているような形態であったと
しても形成される。
【００３０】
　また、おむつ１Ａにおいては、図２（ａ）に示すように、２つの交点Ｐ１，Ｐ２の内の
サイドシール部４側の交点Ｐ１は、おむつ１Ａの中心ｇからサイドシール部４までの幅を
三等分した仮想の３領域Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３を形成した際に、最もサイドシール部４側の領
域Ｔ１よりも幅方向（Ｙ方向）の内側に位置している。尚、サイドシール部４側の領域Ｔ
１は、言い換えれば、おむつ１Ａの全幅を六等分して仮想の６領域を形成した際の最もサ
イドシール部４側の領域と同じ領域である。このように、交点Ｐ１が、最もサイドシール
部４側の領域Ｔ１よりも内側に位置しているので、おむつ１Ａを着用した際に、着用者の
臀部を延出部分ＲＰでカバーすることができ、着用時に動き易くなる。
【００３１】
　また、おむつ１Ａにおいては、図２（ａ）に示すように、サイドシール部４の長手方向
（Ｘ方向）の下端（幅方向（Ｙ方向）外縁の下端４ｅを含む部分）は、おむつ１Ａを着用
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した際に、着用者の転子点よりも下方に位置している。このようにサイドシール部４の長
手方向（Ｘ方向）の下端が配されるように形成されていると、着用者の動きの基点となる
転子点を覆うことができ、動き易いと共に、おむつ１Ａのずり落ちを効果的に防止でき、
着用者に安心感を与えることができる。ここで、転子点とは、解剖学の用語であり、大腿
骨の最も高い点である。転子点は、動きの基点となる重要な部位であるため、転倒時など
にけがすることを防ぐため、覆い隠すことが好ましい。
【００３２】
　また、おむつ１Ａにおいては、図２（ｂ）に示すように、長手方向（Ｘ方向）に延びる
縦中心線ＣＬ１における、おむつ１Ａの中心ｇと背側外装体３Ｂの輪郭３ＢＬとの間隔（
上述した辺Ｓ２の長さ）が、該中心ｇと腹側外装体３Ａの輪郭３ＡＬとの間隔Ｓ３よりも
短く形成されていることが好ましい。このように、間隔Ｓ２が間隔Ｓ３よりも短く形成さ
れていると、股下領域Ｃの間隔が狭まり、おむつ１Ａの着用した際に、着用者の臀部を背
側外装体３Ｂの股下領域Ｃ側の端部によって確実にカバーすることができるようになり、
股下領域Ｃのフィット感が向上し、脚ぐり全体のフィット感が向上する。このような効果
が、一層確実に発現されるようにする観点から、背側外装体３Ｂ側の間隔Ｓ２は、腹側外
装体３Ａ側の間隔Ｓ３の１／１以下であることが好ましく、１／４以下であることが更に
好ましい。前記間隔Ｓ２の下限は、特に制限されるものではなく、低いほど好ましい。
【００３３】
　上述した成人用パンツ型使い捨ておむつ１Ａの各部の形成材料について説明する。
　吸収性本体２を構成する表面シート２１、裏面シート２２、吸収体２３及び側方カフス
２４等としては、使い捨ておむつ等の吸収性物品に従来用いられている各種のもの等を特
に制限なく用いることができる。例えば、表面シート２１としては、単層又は多層構造の
不織布や、開孔フィルム等を用いることができる。裏面シート２２としては、透湿性の樹
脂フィルム等を用いることができる。吸収体２３としては、パルプ繊維等の繊維の集合体
（不織布であっても良い）からなる吸収性コア又はこれに吸水性ポリマーの粒子を保持さ
せてなる吸収性コアを、ティッシュペーパ等からなるコアラップシートで被覆したものを
用いることができる。また、側方カフス２４としては、撥水性の単層又は多層構造の不織
布等を用いることができる。
【００３４】
　外装体３を構成する内層シート３２としては、この種の物品に従来使用されている各種
のシート材を特に制限なく用いることができ、不織布であることが好ましく、特に柔軟性
等の観点から、エアースルー不織布、ヒートロール不織布、スパンレース不織布、スパン
ボンド不織布、メルトブローン不織布等からなる単層の不織布又は２層以上の積層不織布
であることが好ましい。また、これらの不織布とフィルムとを一体化したシートでもよい
。
　また、股下外装体３Ｃを形成する非伸長性のシート材も、内層シート３２と同様のもの
を用いることができる。
【００３５】
　弾性部材（立体ギャザー形成用弾性部材２５、ウエスト部弾性部材３３及びレッグ部弾
性部材３４等）としては、例えば、スチレン－ブタジエン、ブタジエン、イソプレン、ネ
オプレン等の合成ゴム、天然ゴム、ＥＶＡ、伸縮性ポリオレフィン、ポリウレタン等を挙
げることができる。弾性部材の形態としては、断面が矩形、正方形、円形、楕円形又は多
角形状等の糸状（糸ゴム等）、若しくは紐状（平ゴム等）のもの、又はマルチフィラメン
トタイプの糸状のもの等を好ましく用いることができる。
　各部材を固定する接着剤としては、使い捨ておむつ等の吸収性物品に従来用いられてい
る各種のホットメルト接着剤等を特に制限なく用いることができる。
【００３６】
　上述した成人用パンツ型使い捨ておむつ１Ａを使用した際の作用効果について説明する
。
　高齢者は臀部の肉のつき方が若年者と異なり、臀部が全体的に下垂するとともに、中央
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に集まってくることがわかっている。言い換えれば、臀部の両脇はそげている。その為、
着用者に安心感を付与するためには、臀部が覆い隠されていると実感できることが重要で
ある。
　おむつ１Ａは、図１，図２に示すように、外装体３が、腹側外装体３Ａと、背側外装体
３Ｂと、股下外装体３Ｃとに別部材で構成されており、腹側領域Ａ、背側領域Ｂ及び股下
領域Ｃとして区分されている。このように、外装体３が、腹側外装体３Ａと背側外装体３
Ｂとに分断されている。このようなおむつ１Ａを成人が着用すると、図３に示すように、
股下外装体３Ｃの構成部材が嵩張り難く、着用状態での歩行時等において歩き易くなる。
また、おむつ１Ａは、図２に示すように、背側外装体３Ｂに関して、仮想直線ＩＬを引い
たとき、背側外装体３Ｂの輪郭３ＢＬと２つの交点Ｐ１，Ｐ２で交差し、２つの交点Ｐ１
，Ｐ２間の延出部分ＲＰが股下領域Ｃ側に突出している。そして、突出する延出部分ＲＰ
は、その面積が、第１部分Ｒ１の面積よりも大きく、第２部分Ｒ２の面積よりも大きく形
成されている。その為、このようなおむつ１Ａを成人が着用すると、図４に示すように、
股下領域Ｃ側に突出する延出部分ＲＰにより、着用者の臀部を十分に覆うことができる。
また、図４に示すように、突出する延出部分ＲＰのラインは高齢者特有の臀部のカーブを
覆うようにしてカーブしており、第１部分Ｒ１のラインは脚ぐりのカーブに合うようにカ
ーブした形状であるため、突出する延出部分ＲＰの面積が一番大きいことによって、カー
ブした縁部が脚周りに沿いやすく、着用感が向上する。また、おむつ１Ａの背側外装体３
Ｂにおけるレッグ開口部ＬＯの近傍が伸縮性を有していることにより、単に布地が臀部上
に存在している場合よりも、臀部に布地が存在することを着用者に実感させることができ
、臀部が露出していないとの安心感を着用者に付与することができる。さらに、凹凸や曲
線の大きい臀部や脚付け根部に、生地を確実に密着させることができ、だぶつきを防ぐこ
とができる。
　なお、おむつ１Ａにおいては、背側外装体３Ｂの股下領域側の輪郭が上述の形状になっ
ているため、背側外装体３Ｂが着用者の臀部の最下端よりも下方を覆うことができ、かつ
、サイドシール部４の近傍では脚の動作を邪魔することがなく動作性に優れる。背側外装
体３Ｂの輪郭が上述の形状とならない従来技術のおむつにおいては、背側外装体が着用者
の臀部の最下端を覆うことができず、またサイドシール部４の近傍まで布地が及んでおり
、着用者の動作性が不十分であった。また、着用者の動作性が良いおむつでも、従来、臀
部の最下端まで布地が及んでいるものはなかった。従って、従来のおむつでは、着用者の
安心感と動作性の両立が不十分であった。ここで、臀部の最下端とは、解剖学的に言うと
、臀溝のうち、最も下端に位置する、臀部と脚部の境目である。布地がこの部分を覆い、
脚部との境目に密着させることによって、「臀部が覆われた」という装着感を得ることが
できる。
【００３７】
　また、おむつ１Ａは、第２部分Ｒ２が三角形状に形成されており、三角形状に形成され
た第２部分Ｒ２に着目すると、背側外装体３Ｂの輪郭３ＢＬで形成される辺Ｓ１の長さが
、縦中心線ＣＬ１で形成される辺Ｓ２の長さよりも長く形成されている。その為、腹側外
装体３Ａの股下領域Ｃ側の端部の湾曲した輪郭３ＡＬが、図３に示すように、着用時に着
用者である成人の股間部に食い込み難く、着用状態での歩行時等において、更に歩き易く
なる。
【００３８】
　また、おむつ１Ａは、背側外装体３Ｂが幅方向（Ｙ方向）に伸縮性を有している。具体
的には、背側外装体３Ｂを構成する外層シート３１が、伸縮性のシート材を用いて形成さ
れている。その為、このようなおむつ１Ａを成人が着用すると、図５に示すように、股下
領域Ｃ側に突出する延出部分ＲＰにより、着用者の臀部を十分に覆うと共に臀部をホール
ドすることができ、着用感が向上する。また、材料自体が伸縮することによって、おむつ
生地がフラットに体に密着するため、より安心感が増し、さらに外観もなめらかでズボン
に響きにくいため下着のような着用感が得られる。
【００３９】
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　また、おむつ１Ａは、図２（ａ）に示すように、背側外装体３Ｂの股下領域Ｃ側の輪郭
３ＢＬに沿って、レッグ部弾性部材３４が伸長状態で配されている。その為、このような
おむつ１Ａを着用すると、図５に示すように、股下領域Ｃ側に突出する延出部分ＲＰによ
り、着用者である成人の臀部を十分に覆うと共に臀部を更にホールドすることができ、ま
た、股下領域Ｃ側の輪郭３ＢＬが脚周りに沿い易く密着するため、安心感が増して着用感
が向上するともに、脚周りに材料が固定されるため、動きやすくなる。
【００４０】
　上述した効果が、一層確実に発現されるようにする観点から、背側外装体３Ｂは、以下
の構成を有することが好ましい。
【００４１】
　第１部分Ｒ１の面積は、第２部分Ｒ２の面積の０．５倍以上であることが好ましく、１
倍以上であることが更に好ましい。また、延出部分ＲＰの面積は、第１部分Ｒ１の面積の
５倍以上であることが好ましく、１０倍以上であることが更に好ましい。
【００４２】
　具体的には、おむつ１Ａにおいては、延出部分ＲＰの面積は、３０００ｍｍ２以上であ
ることが好ましく、４０００ｍｍ２以上であることが更に好ましく、そして、８０００ｍ
ｍ２以下であることが好ましく、５０００ｍｍ２以下であることが更に好ましく、また、
３０００ｍｍ２以上８０００ｍｍ２以下であることが好ましく、４０００ｍｍ２以上５０
００ｍｍ２以下であることが更に好ましい。
　また、第１部分Ｒ１の面積は、０ｍｍ２より大きいことが好ましく、４５０ｍｍ２以上
であることが更に好ましく、そして、６００ｍｍ２以下であることが好ましく、５００ｍ
ｍ２以下であることが更に好ましく、また、０ｍｍ２より大きく６００ｍｍ２以下である
ことが好ましく、４５０ｍｍ２以上５００ｍｍ２以下であることが更に好ましい。
　また、第２部分Ｒ２の面積は、０ｍｍ２より大きいことが好ましく、４５０ｍｍ２以上
であることが更に好ましく、そして、６００ｍｍ２以下であることが好ましく、５００ｍ
ｍ２以下であることが更に好ましく、また、０ｍｍ２より大きく６００ｍｍ２以下である
ことが好ましく、４５０ｍｍ２以上５００ｍｍ２以下であることが更に好ましい。
【００４３】
　また、三角形状に形成された第２部分Ｒ２に着目すると、辺Ｓ１の長さは、辺Ｓ２の長
さの１倍以上であることが好ましく、１．２倍以上であることが更に好ましい。具体的に
は、おむつ１Ａにおいては、辺Ｓ１の長さは、２５ｍｍ以上であることが好ましく、３９
ｍｍ以上であることが更に好ましく、そして、１００ｍｍ以下であることが好ましく、６
０ｍｍ以下であることが更に好ましく、また、２５ｍｍ以上１００ｍｍ以下であることが
好ましく、３９ｍｍ以上６０ｍｍ以下であることが更に好ましい。
　また、辺Ｓ２の長さは、０ｍｍより大きいことが好ましく、１０ｍｍ以上であることが
更に好ましく、そして、８０ｍｍ以下であることが好ましく、２５ｍｍ以下であることが
更に好ましく、また、０ｍｍより大きく８０ｍｍ以下であることが好ましく、１０ｍｍ以
上２５ｍｍ以下であることが更に好ましい。
【００４４】
　次に、本発明の第２実施形態の成人用パンツ型使い捨ておむつについて、図５に基づい
て説明する。
　第２実施形態の成人用パンツ型使い捨ておむつ１Ｂ（以下、「おむつ１Ｂ」ともいう）
については、第１実施形態のおむつ１Ａと異なる点について説明する。特に説明しない点
は、おむつ１Ａと同様であり、おむつ１Ａの説明が適宜適用される。また、おむつ１Ｂの
効果については、おむつ１Ａの効果と異なる点について説明する。特に説明しない点は、
おむつ１Ａの効果と同様であり、おむつ１Ａの効果の説明が適宜適用される。
【００４５】
　第２実施形態のおむつ１Ｂは、図５に示すように、背側外装体３Ｂにおける股下領域Ｃ
側の端部の幅中央部分が、第１実施形態のおむつ１Ａと同様に、腹側外装体３Ａに向かっ
て凸の形状となるように、該股下領域Ｃ側の端部の輪郭３ＢＬが湾曲して形成されている
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。しかし、おむつ１Ｂの背側外装体３Ｂにおける股下領域Ｃ側に突出する端部の幅方向（
Ｙ方向）の長さが、おむつ１Ａの背側外装体３Ｂにおける股下領域Ｃ側に突出する端部の
幅方向（Ｙ方向）の長さよりも長く形成されている。その為、第２実施形態のおむつ１Ｂ
においては、第１部分Ｒ１の面積が一番小さく、延出部分ＲＰの面積が一番大きくなって
いる。即ち、第１部分Ｒ１の面積よりも第２部分Ｒ２の面積が大きく、第２部分Ｒ２の面
積よりも延出部分ＲＰの面積が大きくなっている。
【００４６】
　また、第２実施形態のおむつ１Ｂは、図５に示すように、仮想直線ＩＬと背側外装体３
Ｂの輪郭３ＢＬとの２つの交点Ｐ１，Ｐ２の内のサイドシール部４側の交点Ｐ１は、おむ
つ１Ｂの中心ｇからサイドシール部４までの幅を三等分した仮想の３領域Ｔ１，Ｔ２，Ｔ
３を形成した際に、最もサイドシール部４側の領域Ｔ１内部に位置している。
【００４７】
　上述した成人用パンツ型使い捨ておむつ１Ｂを使用した際の作用効果について説明する
。
　おむつ１Ｂは、図５に示すように、第１部分Ｒ１の面積よりも第２部分Ｒ２の面積が大
きく、第２部分Ｒ２の面積よりも延出部分ＲＰの面積が大きくなっている。その為、より
臀部を隠すことができるとの効果を奏する。
【００４８】
　上述した効果が、一層確実に発現されるようにする観点から、第２部分Ｒ２の面積は、
第１部分Ｒ１の面積の２倍以上であることが好ましく、５倍以上であることが更に好まし
い。また、延出部分ＲＰの面積は、第２部分Ｒ２の面積の１．５倍以上であることが好ま
しく、２倍以上であることが更に好ましい。
【００４９】
　具体的には、おむつ１Ｂにおいては、延出部分ＲＰの面積は、６０００ｍｍ２以上であ
ることが好ましく、８０００ｍｍ２以上であることが更に好ましく、そして、１６０００
ｍｍ２以下であることが好ましく、１００００ｍｍ２以下であることが更に好ましく、ま
た、６０００ｍｍ２以上１６０００ｍｍ２以下であることが好ましく、８０００ｍｍ２以
上１００００ｍｍ２以下であることが更に好ましい。
　また、第１部分Ｒ１の面積は、０ｍｍ２より大きいことが好ましく、５００ｍｍ２以上
であることが更に好ましく、そして、３０００ｍｍ２以下であることが好ましく、２５０
０ｍｍ２以下であることが更に好ましく、また、０ｍｍ２より大きく３０００ｍｍ２以下
であることが好ましく、５００ｍｍ２以上２５００ｍｍ２以下であることが更に好ましい
。
　また、第２部分Ｒ２の面積は、０ｍｍ２より大きいことが好ましく、５００ｍｍ２以上
であることが更に好ましく、そして、３０００ｍｍ２以下であることが好ましく、２５０
０ｍｍ２以下であることが更に好ましく、また、０ｍｍ２より大きく３０００ｍｍ２以下
であることが好ましく、５００ｍｍ２以上２５００ｍｍ２以下であることが更に好ましい
。
【００５０】
　本発明の成人用パンツ型吸収性物品は、上述の第１実施形態のおむつ１Ａ、及び第２実
施形態のおむつ１Ｂに何ら制限されるものではなく、適宜変更可能である。また、上述の
第１～第２実施形態のおむつ１Ａ～１Ｂにおける各構成要件は、本発明の趣旨を損なわな
い範囲で、適宜組み合わせて実施できる。
【００５１】
　例えば、上述の第１～第２実施形態のおむつ１Ａ～１Ｂの腹側外装体３Ａ及び背側外装
体３Ｂは、構成する外層シート３１が伸縮性のシート材で形成されており、内層シート３
２が非伸長性のシート材で構成されているが、外層シート３１及び内層シート３２の何れ
も非伸長性のシート材で構成されていてもよい。また、背側外装体３Ｂを構成する外層シ
ート３１のみが伸縮性のシート材で形成されており、背側外装体３Ｂを構成する内層シー
ト３２、腹側外装体３Ａを構成する外層シート３１及び内層シート３２がそれぞれ非伸長
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性のシート材で構成されていてもよい。
【００５２】
　また、上述の第１～第２実施形態のおむつ１Ａ～１Ｂの背側外装体３Ｂは、構成する外
層シート３１と内層シート３２との間に、ウエスト弾性部材３３及びレッグ部弾性部材３
４が配されているが、配されていなくてもよい。また、背側外装体３Ｂの股下領域Ｃ側の
輪郭３ＢＬに沿って、レッグ部弾性部材３４が伸長状態で配されており、幅中央部分（縦
中心線ＣＬ１を含む部位）でカットすることにより形成されているが、カットされずに、
連続して輪郭３ＢＬに沿って配されていてもよい。また、レッグ部弾性部材３４が背側外
装体３Ｂの股下領域Ｃ側の輪郭３ＢＬに沿って配されていなくてもよく、例えば、サイド
シール部４側からおむつの中心ｇに向かって直線状に配されていてもよい。上述の第１～
第２実施形態のおむつ１Ａ～１Ｂの腹側外装体３Ａについても、背側外装体３Ｂと同様に
変更してもよい。
【００５３】
　また、本発明における成人用パンツ型吸収性物品は、成人用のパンツ型使い捨ておむつ
に限られず、パンツ型の生理用ナプキンであってもよい。
【００５４】
　前述した本発明の実施形態（態様）に関し、更に以下の成人用パンツ型吸収性物品を開
示する。
【００５５】
＜１＞
　液保持性の吸収体を有する縦長の吸収性本体と、該吸収性本体の非肌対向面側に配され
た外装体とを備え、外装体は、着用者の腹側に配される腹側外装体と、背側に配される背
側外装体と、それらの間に位置する股下領域に配される股下外装体とに別部材として区分
されており、該腹側外装体の両側縁部と該背側外装体の両側縁部とが接合されて一対のサ
イドシール部、ウエスト開口部及び一対のレッグ開口部が形成されている成人用パンツ型
吸収性物品であって、
　前記パンツ型吸収性物品を展開させかつ伸長させた状態において、前記背側外装体は、
該パンツ型吸収性物品の中心と各サイドシール部の幅方向外縁の下端とを結ぶ仮想直線を
引いたとき、該背側外装体の股下領域側の輪郭と２つの交点で交差しており、
　前記２つの交点間の前記背側外装体の輪郭と前記仮想直線とで囲まれた延出部分が股下
領域側に突出しており、
　前記延出部分は、その面積が、前記２つの交点の内の前記サイドシール部側の交点より
も外方に位置する前記背側外装体の輪郭と前記仮想直線とで囲まれた第１部分の面積より
も大きく、前記２つの交点の内の前記中心側の交点よりも内方に位置する前記背側外装体
の輪郭と前記仮想直線と前記パンツ型吸収性物品の中心を通る該パンツ型吸収性物品の長
手方向に延びる縦中心線とで囲まれた第２部分の面積よりも大きく、
　前記背側外装体における前記レッグ開口部の近傍が伸縮性を有している成人用パンツ型
吸収性物品。
【００５６】
＜２＞
　前記延出部分ＲＰの面積は、前記第１部分Ｒ１の面積の５倍以上、好ましくは１０倍以
上である前記＜１＞に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
＜３＞
　前記第２部分Ｒ２の面積が前記延出部分ＲＰの面積及び前記第１部分Ｒ１の面積よりも
小さい前記＜１＞又は＜２＞に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
＜４＞
　前記第１部分Ｒ１の面積は、前記第２部分Ｒ２の面積の０．５倍以上、好ましくは１倍
以上である前記＜１＞～＜３＞の何れか１に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
＜５＞
　前記縦中心線と、前記背側外装体の輪郭と、前記仮想直線とにより構成される３つの交
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点で囲まれた三角形に着目して、
　前記背側外装体の輪郭で形成される辺の長さが、前記縦中心線で形成される辺の長さよ
りも長い前記＜１＞～＜４＞の何れか１に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
＜６＞
　前記２つの交点の内の前記中心側の交点である第一点、該第一点から前記縦中心線への
垂線と該縦中心線との交点である第二点、前記仮想直線と前記縦中心線との交点である第
三点を有し、
　前記第一点、前記第二点及び前記第三点で囲まれた三角形に着目して、
　前記背側外装体の輪郭で形成される辺の長さが、前記縦中心線で形成される辺の長さよ
りも長い前記＜１＞～＜５＞の何れか１に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
＜７＞
　三角形状に形成された前記第２部分Ｒ２に着目すると、前記背側外装体の輪郭で形成さ
れる辺Ｓ１の長さは、前記縦中心線で形成される辺Ｓ２の長さの１倍以上、好ましくは１
．２倍以上である前記＜１＞～＜６＞の何れか１に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
＜８＞
　前記２つの交点の内の前記サイドシール部側の交点は、前記成人用パンツ型吸収性物品
の中心から前記サイドシール部までの幅を三等分した仮想の３領域を形成した際に、最も
該サイドシール部側の領域よりも内側に位置する前記＜１＞～＜７＞の何れか１に記載の
成人用パンツ型吸収性物品。
＜９＞
　前記サイドシール部の長手方向の下端は、成人用パンツ型吸収性物品を着用した際に、
着用者の転子点よりも下方に位置する前記＜１＞～＜８＞の何れか１に記載の成人用パン
ツ型吸収性物品。
＜１０＞
　前記縦中心線における、前記成人用パンツ型吸収性物品の中心と前記背側外装体の輪郭
との間隔が、該中心と前記腹側外装体の輪郭との間隔よりも短い前記＜１＞～＜９＞の何
れか１に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
＜１１＞
　前記縦中心線における、前記成人用パンツ型吸収性物品の中心と前記背側外装体の輪郭
との間隔Ｓ２が、該中心と前記腹側外装体の輪郭との間隔Ｓ３の１／１以下、好ましくは
１／４以下である前記＜１＞～＜９＞の何れか１に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
【００５７】
＜１２＞
　前記背側外装体は、少なくとも前記成人用パンツ型吸収性物品の幅方向に伸縮性を有し
ており、該伸縮性が前記背側外装体における前記レッグ開口部の近傍まで及んでいる前記
＜１＞～＜１１＞の何れか１に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
＜１３＞
　少なくとも背側外装体は、前記成人用パンツ型吸収性物品の外面を形成する外層シート
と、該外層シートの内面側に配され、該成人用パンツ型吸収性物品の内面を形成する内層
シートとを含んで構成されており、該外層シートは、伸縮性のシート材から形成されてお
り、該シート材が前記背側外装体における前記レッグ開口部の近傍まで及んでいる前記＜
１＞～＜１２＞の何れか１に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
＜１４＞
　前記股下外装体は、前記吸収性本体の一部の外面を形成しており、かつ非伸長性のシー
ト材で形成されている前記＜１＞～＜１３＞の何れか１に記載の成人用パンツ型吸収性物
品。
＜１５＞
　前記背側外装体は、前記成人用パンツ型吸収性物品の外面を形成する外層シートと、該
外層シートの内面側に配され、該成人用パンツ型吸収性物品の内面を形成する内層シート
と、それらシート間に配されて固定された複数本の糸状の弾性部材とを含んで構成されて



(15) JP 6277025 B2 2018.2.7

10

20

30

40

50

おり、
　前記弾性部材は、前記レッグ開口部の近傍に配されるレッグ部弾性部材を有し、該レッ
グ部弾性部材は、前記背側外装体の股下領域側の輪郭に沿って伸長状態で配されている前
記＜１＞～＜１４＞の何れか１に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
＜１６＞
　レッグ弾性領域（レッグギャザー）が、前記レッグ部弾性部材を前記股下領域側の端部
の幅中央部分（縦中心線ＣＬ１を含む部位）でカットすることにより形成されている前記
＜１５＞に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
＜１７＞
　前記外装体は、長手方向（Ｘ方向）に沿う両側縁が、長手方向（Ｘ方向）中央部におい
て内方に括れた形状をしており、
　前記背側外装体は、該背側外装体における長手方向（Ｘ方向）の股下領域側の端部の幅
中央部分が、前記腹側外装体に向かって凸の形状となるように、該股下領域側の端部の輪
郭が湾曲して形成されている前記＜１＞～＜１６＞の何れか１に記載の成人用パンツ型吸
収性物品。
＜１８＞
　前記腹側外装体は、該腹側外装体における長手方向（Ｘ方向）の股下領域側の端部の幅
中央部分が、前記背側外装体に向かって凸の形状となるように、該股下領域側の端部の輪
郭が湾曲して形成されている前記＜１＞～＜１７＞の何れか１に記載の成人用パンツ型吸
収性物品。
＜１９＞
　少なくとも前記背側外装体において、前記幅中央部分から側縁部（サイドシール部）の
股下領域の端部に向かって、該外装体の股下領域側の端部の輪郭が、Ｓ字状に湾曲して形
成されている前記＜１＞～＜１８＞の何れか１に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
【００５８】
＜２０＞
　前記延出部分ＲＰの面積は、３０００ｍｍ２以上、好ましくは４０００ｍｍ２以上であ
る前記＜１＞～＜１９＞の何れか１に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
＜２１＞
　前記延出部分ＲＰの面積は、８０００ｍｍ２以下、好ましくは５０００ｍｍ２以下であ
る前記＜１＞～＜２０＞の何れか１に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
＜２２＞
　前記第１部分Ｒ１の面積は、０ｍｍ２より大きく、好ましくは４５０ｍｍ２以上である
前記＜１＞～＜２１＞の何れか１に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
＜２３＞
　前記第１部分Ｒ１の面積は、６００ｍｍ２以下、好ましくは５００ｍｍ２以下である前
記＜１＞～＜２２＞の何れか１に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
＜２４＞
　前記第２部分Ｒ２の面積は、０ｍｍ２より大きく、好ましくは４５０ｍｍ２以上である
前記＜１＞～＜２３＞の何れか１に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
＜２５＞
　前記第２部分Ｒ２の面積は、６００ｍｍ２以下、好ましくは５００ｍｍ２以下である前
記＜１＞～＜２４＞の何れか１に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
＜２６＞
　三角形状に形成された前記第２部分Ｒ２に着目すると、前記背側外装体の輪郭で形成さ
れる辺Ｓ１の長さは、２５ｍｍ以上、好ましくは３９ｍｍ以上である前記＜１＞～＜２５
＞の何れか１に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
＜２７＞
　三角形状に形成された前記第２部分Ｒ２に着目すると、前記背側外装体の輪郭で形成さ
れる辺Ｓ１の長さは、１００ｍｍ以下、好ましくは６０ｍｍ以下である前記＜１＞～＜２
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＜２８＞
　三角形状に形成された前記第２部分Ｒ２に着目すると、前記縦中心線で形成される辺Ｓ
２の長さは、０ｍｍ以上、好ましくは１０ｍｍ以上である前記＜１＞～＜２７＞の何れか
１に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
＜２９＞
　三角形状に形成された前記第２部分Ｒ２に着目すると、前記縦中心線で形成される辺Ｓ
２の長さは、８０ｍｍ以下、好ましくは２５ｍｍ以下である前記＜１＞～＜２８＞の何れ
か１に記載の成人用パンツ型吸収性物品。
【符号の説明】
【００５９】
１Ａ，１Ｂ　成人用パンツ型使い捨ておむつ（パンツ型吸収性物品）
２　吸収性本体
３　外装体
　３Ａ　腹側外装体
　　３ＡＬ　腹側外装体の股下領域側の輪郭
　３Ｂ　背側外装体
　　３ＢＬ　背側外装体の股下領域側の輪郭
　３Ｃ　股下外装体
　　３１　外層シート
　　３２　内層シート
　　３３　ウエスト弾性部材
　　３４　レッグ部弾性部材３４
４　サイドシール部
　４ｅ　サイドシール部の幅方向外縁の下端
ｇ　おむつの中心
ＩＬ　おむつの中心と各サイドシール部の幅方向外縁の下端とを結ぶ仮想直線
Ｐ１，Ｐ２　仮想直線と輪郭との交点
ＲＰ　延出部分
Ｒ１　第１部分
Ｒ２　第２部分
Ａ　腹側領域、Ｂ　背側領域、Ｃ　股下領域
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